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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
映像データを録画蓄積する録画部と、
　前記録画部に関する録画情報を管理する録画情報管理部と、
　選局番組に関する番組情報を取得する番組情報取得部と、
　前記番組情報取得部が取得する番組情報と前記録画情報管理部が管理する録画情報に基
づいて、番組表を作成表示する番組表表示部と、
　ユーザの明示的な録画操作とユーザの録画予約操作を受け付ける入力部とを備え、
　前記録画情報には、選局番組のチャンネルを示す情報と、当該チャンネルについて録画
の開始時間及び終了時間に関する情報が含まれており、
　前記番組表において、縦軸または横軸の一方の軸が、時間を示し、他方の軸がチャンネ
ルを示し、しかも、前記番組表は、番組表そのものに、前記録画情報が示す、選局番組の
チャンネルと、当該チャンネルについて録画の開始時間及び終了時間とを示す、録画表示
が重ねて表示されてなり、
　前記録画部は、前記入力部で受け付ける、ユーザの明示的な録画操作とユーザの録画予
約操作による録画のみならず、これらの操作なしに自動録画を行うものであり、
　前記録画情報には、これらの操作による録画であるのか、あるいは、自動録画による録
画であるのかを、識別する情報が含まれ、
　前記録画表示は、これらの操作による録画と、自動録画による録画とについて、異なる
態様の表示となっている、録画装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、放送信号やネットワーク経由などにより番組情報を取得する機能と、番組表を
作成表示する機能を備えた、録画装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、録画装置では、放送信号やネットワーク経由で、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　
Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ：電子番組表）情報を取得し、この番組情報を基に、番組表
を作成表示し、ユーザが、番組の録画予約や視聴予約を容易に行えるように、構成したも
のが増えている。
【０００３】
また、ユーザの明示的な録画操作や、予約録画操作の他にも、録画装置の記録媒体に余裕
があるときには、ユーザが選局しているが特に録画していない番組などについて、ユーザ
の操作なしに自動録画する機能を持つものも増えている。
【０００４】
ここで、一般には、この番組表は、主に今後放送される番組内容の確認、録画予約、視聴
予約のために使用される。
【０００５】
ところが、この種の番組表は、録画装置で録画した映像データと無関係に構成されており
、ユーザは、この番組表だけでは、どのような録画がなされているのか知り得ない。
【０００６】
そこで、ユーザの操作性を向上すべく、特開２０００－１８４３２０号公報において、過
去の番組情報を基に、番組表を作成し、過去に録画蓄積した番組とそれ以外の番組を、番
組単位で、区別して表示する、技術が提案されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、実際には、ユーザは、番組の途中から録画を開始したり、番組の途中で録
画をやめたり、別のチャンネルへ切替を行うなど、状況は、千変万化するものである。即
ち、録画状態は、必ずしも番組単位で変化するわけではなく、このような場合、従来例に
よる番組表では、録画情報を、番組表に重ねて正確に表示することができない。
【０００８】
そこで本発明は、録画状態を正しく表現できる番組表表示機能を備えた録画装置を提供す
ることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
第１の発明による録画装置では、映像データを録画蓄積する録画部と、録画部に関する録
画情報を管理する録画情報管理部と、選局番組に関する番組情報を取得する番組情報取得
部と、番組情報取得部が取得する番組情報と録画情報管理部が管理する録画情報に基づい
て、番組表を作成表示する番組表表示部とを備え、録画情報には、選局番組のチャンネル
を示す情報と、当該チャンネルについて録画の開始時間及び終了時間に関する情報が含ま
れており、番組表において、縦軸または横軸の一方の軸が、時間を示し、他方の軸がチャ
ンネルを示し、しかも、番組表は、番組表そのものに、録画情報が示す、選局番組のチャ
ンネルと、当該チャンネルについて録画の開始時間及び終了時間とを示す、録画表示が重
ねて表示されてなる。
【００１０】
この構成において、録画情報管理部が管理する録画情報に、選局番組のチャンネルを示す
情報と、当該チャンネルについて録画の開始時間及び終了時間に関する情報を含め、番組
表表示部は、これを反映して、録画表示を作成し、この録画表示が番組表に重ねて表示さ
れる。
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【００１１】
これにより、録画表示は、番組単位よりも、さらに細かな時間単位で表現でき、ユーザの
操作等によって、頻繁に録画状態が変化しても、これに追従し、正確に録画状態を表示で
きる。
【００１２】
第２の発明による録画装置では、第１の発明に加え、録画表示は、選局番組のチャンネル
について録画の開始時間から終了時間に至る帯状の表示である。
【００１３】
第３の発明による録画装置では、第１の発明に加え、録画表示は、選局番組のチャンネル
について録画の開始時間と終了時間とに付されるマークの表示である。
【００１４】
これらの構成により、番組表の時間軸にわかりやすい録画表示をすることができ、ユーザ
の利便性を向上できる。
【００１５】
第４の発明による録画装置では、第１の発明に加え、ユーザの明示的な録画操作とユーザ
の録画予約操作を受け付ける入力部を有し、録画部は、入力部で受け付ける、これらの操
作による録画のみならず、これらの操作なしに自動録画を行うものであり、録画情報には
、これらの操作による録画であるのか、あるいは、自動録画による録画であるのかを、識
別する情報が含まれ、録画表示は、これらの操作による録画と、自動録画による録画とに
ついて、異なる態様の表示となっている。
【００１６】
これにより、ユーザは、ユーザの明示的な録画操作とユーザの録画予約操作による録画と
、自動録画とを、録画表示の態様によって、区別して理解することができ、ユーザの利便
性を、一層向上できる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
次に、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の一実施の
形態における録画装置のブロック図である。
【００１８】
図１において、チューナ部１０１は、放送信号またはネットワーク経由で、映像信号を入
力し、特定の番組を選局する。
【００１９】
エンコード部１０２は、チューナ部１０１が出力する映像信号を符号化し、映像データを
出力する。
【００２０】
録画部１０３は、読み書き可能な記録媒体を備え、エンコード部１０２が符号化した映像
データを録画蓄積／再生する。
【００２１】
デコード部１０４は、録画部１０３が蓄積した映像データを復号化し、図示していないモ
ニタ等へ映像信号を出力する。
【００２２】
録画再生制御部１０５は、エンコード部１０２の符号化処理と、録画部１０３の録画再生
処理と、デコード部１０４の復号化処理を制御する。特に、録画再生制御部１０５は、録
画部１０３の記録媒体に余裕があるときは、ユーザの明示的な録画操作や予約録画操作が
なくとも、録画部１０３に、現在選局されているチャンネルの映像データを自動録画させ
る。
【００２３】
番組情報取得部１０６は、放送信号またはネットワーク経由により、過去、現在、将来の
ＥＰＧ情報を取得する。
【００２４】
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番組情報管理部１０７は、番組情報取得部１０６が取得したＥＰＧ情報を保持・管理する
と共に、これを加工して、番組表画面データ（番組表のみで録画表示がないもの）を作成
し、番組表表示部１１０へ出力する。
【００２５】
リモコン入力部１０８は、ユーザの明示的な録画操作と、ユーザの予約録画操作等を受け
付ける入力部に相当し、ユーザのリモコン操作を処理する。
【００２６】
勿論、リモコンではなく、録画装置本体に装備されているボタンなどを入力部として使用
しても差し支えない。
【００２７】
録画情報管理部１０９は、録画再生制御部１０５から、後に詳述する録画情報を入力し、
管理する。また、録画情報管理部１０９は、必要な録画情報を番組表表示部１１０へ出力
する。
【００２８】
番組表表示部１１０は、録画情報管理部１０９から入力した録画情報に基づき、録画表示
のための画像データを作成する。また、番組表表示部１１０は、この画像データを、番組
情報管理部１０７から入力した番組表画面データの所定位置へ重ね合わせ、その結果を、
図示していないモニタ等へ出力する。
【００２９】
因みに、録画表示を重ね合わせた番組表画面データは、典型的には、モニタ等の子画面等
として、表示されることになる。
【００３０】
次に、図２を参照しながら、録画再生制御部１０５と、録画情報管理部１０９が取り扱う
、録画情報について説明する。本例では、録画情報は、要素１、要素２、．．．、要素ｎ
からなる配列で管理するものとする。勿論、リストその他の周知の構造により、管理する
こともできる。
【００３１】
さて、この各要素は、図２の上部に示すように、次のフィールドを持つ。まず「チャンネ
ルＩＤ」は、選局番組のチャンネルを示す情報に相当し、この例では、チャンネル番号と
する。例えば、２チャンネルが選局されているとすれば、チャンネルＩＤの値は、「２」
である。
【００３２】
次に、「開始時間」は、この要素に係る録画の開始時間であり、図示している例では、そ
の値は、「２００２年２月１０日１７時００分１０秒」である。時間の最小単位は、適宜
選択して差し支えないが、秒単位などで表現すれば、実用上十分である。
【００３３】
次に、「終了時間」は、この要素に係る録画の終了時間である。この例では、その値は、
「２００２年２月１０日１７時３０分５２秒」である。
【００３４】
さらに、「録画状態」は、自動録画と、それ以外の録画（ユーザの明示的な録画操作によ
る録画、ユーザの予約録画操作による録画）とを、識別するための情報である。なお、自
動録画と、それ以外の録画とを同一視する場合には、このフィールドは、省略して差し支
えない。
【００３５】
この例では、「録画状態」の値として、「なし」（未定）と、「自動」（自動録画）と、
「ユーザ」（自動録画以外の録画）との、３つの値をとる得るようにしている。その他、
各要素には、適宜必要なフィールドを追加して差し支えない。
【００３６】
さらに、図２の下部に示した、「カウンタｉ」は、現在注目している要素を指す（図２の
例では、ｉ＝１で、要素１を指している。）ために用意してある。
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【００３７】
以上をふまえて、図３を参照しながら、本形態における録画情報管理部１０９による、録
画情報の取り扱いを説明する。
【００３８】
まず、録画情報管理部１０９は、ステップ１にて、初期化処理を行う。即ち、図２の配列
の全要素をクリアし、録画状態を暫定的に「なし」とする。また、録画情報管理部１０９
は、チューナ部１０１が現在選局している現チャンネル番号を、現在のチャンネルＩＤと
する。また、録画情報管理部１０９は、ステップ２にて、カウンタｉを「１」とする。
【００３９】
次に、録画情報管理部１０９は、ステップ３にて、処理終了でないことを確認した上で、
ステップ４にて、現在録画が行われているかどうかをチェックする。行われていなければ
、録画情報は不要であるから、録画が開始されるまで待つ。
【００４０】
録画が開始されると、録画情報管理部１０９は、録画再生制御部１０５から録画情報を入
力し、ステップ５において、要素ｉ（はじめは、ｉ＝１）のチャンネルＩＤ、開始時間に
値をセットする。また、この要素ｉの録画状態の値（ここでは、「自動」または「ユーザ
」）をセットする。
【００４１】
次に、録画情報管理部１０９は、ステップ６～ステップ８において、録画が終了しておら
ず、かつ、チャンネルがそのままであり、かつ、録画状態が変化していない、という条件
が満たされている限り、その状態のまま、待つ。
【００４２】
そして、この条件が満たされなくなると、録画情報管理部１０９は、要素ｉが指す録画状
態が終了したものと見なし、要素ｉの終了時間のフィールドに、現在時間をセットして（
ステップ９）、カウンタｉを１つ進め（ステップ１０）、ステップ３へ処理を移す。
【００４３】
以下同様に、ステップ３～ステップ９の処理が、終了まで繰り返される。これにより、録
画状態の要素に、順次値がセットされていくことになる。
【００４４】
このとき、図２の配列の各要素により、チャンネルＩＤ、開始時間、終了時間及び録画状
態が、既知になっているから、次に、図４～図７を用いて説明するように、番組表の時間
軸に沿って、録画表示を重ね合わせた、わかりやすい表示を実現できる。
【００４５】
さて、図４～図７は、同じ録画状態を、異なる態様で示した例である。以下、説明の重複
を避けるために、この録画状態について、簡単にまとめて説明しておく。
【００４６】
まず、ある日の１７：００～１７：３０まで、２チャンネルが選局され、この間、ドキュ
メント番組の一部について、自動録画が行われた。
【００４７】
また、１７：３０～１８：１５の間、ユーザの予約録画操作により、６チャンネルのアニ
メ番組が録画された。
【００４８】
次に、１８：２５～１９：１５の間、ユーザが２チャンネルを選局し、音楽番組の後半部
分、天気予報及びニュース番組の先頭部分が、自動録画された。
【００４９】
さらに、１９：２５～２０：００の間、ユーザが８チャンネルを選局すると共に、明示的
な録画操作を行い、バラエティ番組が録画された。
【００５０】
このように、録画状態は、時々刻々と変化するものである。なお、この例では、続けて録
画が行われているが、自動録画も含め、録画が行われない時間帯が発生しても、本発明は



(6) JP 4065698 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

、同様に適用できる。
【００５１】
さて図４では、以上の録画状態を、選局番組のチャンネルについて、録画の開始時間から
終了時間に至る帯状の表示で表現している。
【００５２】
また、自動録画（斜線）と、それ以外の録画（横線）とについて、異なる態様で表示して
いる。
【００５３】
さて、帯状の表示としては、図示しているものの他、番組表示の背景色を変えたり、反転
させるなど、種々考えられるが、視覚的に把握できさえすれば、十分であって、適宜変更
して差し支えない。
【００５４】
また、自動録画と、それ以外の録画とを区別する必要がなければ、図５のように表示する
と良い。
【００５５】
さらに、上記帯状の表示ではなく、図６に示すように、選局番組のチャンネルについて、
録画の開始時間と終了時間とを、マークを付して表示しても良い。
【００５６】
図６の例では、自動録画（開始時間は白抜きの下向き三角、終了時間は白抜きの上向き三
角）と、それ以外の録画（開始時間は黒塗りの下向き三角、終了時間は黒塗りの上向き三
角）とを、区別し、これらの表示態様を異ならしめている。
【００５７】
勿論、これらのマークも、わかりやすいものなら、何を用いても良い。さらに、自動録画
と、それ以外の録画を区別する必要がないなら、例えば、図７のように、表示しても良い
。
【００５８】
【発明の効果】
本発明によれば、録画表示が、番組単位よりも、さらに細かな時間単位で表現でき、ユー
ザの操作等によって、頻繁に録画状態が変化しても、これに追従し、正確に、かつ、わか
りやすく、録画状態を表示できる。
【００５９】
また、ユーザは、ユーザの明示的な録画操作とユーザの録画予約操作による録画と、自動
録画とを、録画表示の態様によって、区別して理解でき、ユーザの利便性を、一層向上で
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における録画装置のブロック図
【図２】同録画情報のデータ構成図
【図３】同録画情報の取り扱いを示すフローチャート
【図４】同番組表の表示例図
【図５】同番組表の表示例図
【図６】同番組表の表示例図
【図７】同番組表の表示例図
【符号の説明】
１０１　チューナ部
１０２　エンコード部
１０３　録画部
１０４　デコード部
１０５　録画再生制御部
１０６　番組情報取得部
１０７　番組情報管理部
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１０８　リモコン入力部
１０９　録画情報管理部
１１０　番組表表示部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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